
設置目的と推進体制について

１　設置目的

２　推進体制

庁　議

庁舎建設庁内検討委員会

事務局

　本委員会は、現本庁舎の敷地の区域に新庁舎を建設するにあたり、町長の諮問に応じ、「築上町新庁舎
建設基本構想・基本計画」の策定、その他庁舎建設に係る必要な事項に関し、検討を行い、その結果を町
長に答申するものとする。

　【役割】　基本的事項、その他必要
　　　　　　な事項に関し検討、答申
　【構成】　学識経験を有する者
　　　　　　各種団体から推薦された者
　　　　　　町長が必要と認める者

築上町新庁舎建設についての推進体制

     　　　　議　会
　【役割】　議案、予算案の審議、
　　　　　　　議決

町

庁舎建設検討委員会
（委員１５人以内） 　【役割】　最終的な意思決定

　【構成】　町長、副町長、教育長、
　　　　　　 全課長
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　【役割】　全体的な調整
　【構成】　副町長、教育長、
　　　　　　 課長（９名）

　【役割】　原案作成、取りまとめ
　　　　　　　全体の庶務
　【構成】　財政課　管財係

コンサルタント

【役割】　施設建設に係る技術面の支援


